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毎朝の健康観察に基づく適切な対応について（お願い） 

 

 

学校に、子どもたちの元気な声が戻ってきました。この元気な声や明るいようすを何

の心配もなく見守っていたいところですが、新型コロナウイルスの感染状況は、兵庫県

を含め全国各地で新規感染者数が過去最多を更新することが続いたり、緊急事態宣

言が首都圏 1都 3県に発令されたりするなど、予断を許さない状況が続いています。 

 

このような状況の中、本校では、基本的には 12 月 8 日付「未来の光 NO.11」にて

お知らせしている 5つの基本的な考え方や具体的な場面での対策を継続するとともに、

今まで以上に感染拡大防止について徹底を図ってまいりたいと考えております。 

 

そこで、保護者のみなさまに今一度お願いがございます。これまでもご理解ご協力

を賜っておりますが、引き続き、毎朝の健康観察・検温の徹底、マスク・ハンカチ・タオ

ルの毎日の準備をよろしくお願いいたします。 

 

その朝の健康観察の結果、「風邪症状があり、診断がついている」「風邪症状を伴う

発熱があるが、診断がつかない」「発熱はないが、風邪症状がある」「発熱はないが、

味覚症状や倦怠感等、新型コロナウイルス感染が疑われる」などの場合は、無理をさ

せず、登校を控え、自宅待機期間とするよう、お願いいたします。 

 

これまで、学校への連絡の方法として、同じ登校班の子どもに連絡帳を委ねていた

と思いますが、接触を控えるという観点から、自宅待機とする連絡については、電話連

絡のみで統一したいと考えます。（多田東小学校☎：792-2967） 

伴って、自宅待機された児童に対する、学級担任からの連絡も電話のみとさせてい

ただきます。（急いで配布すべきものがあれば、学級担任等がポスティングするか、ご

家族に学校まで取りに来ていただくこととします。） 

 

また、児童本人並びに同居するご家族のどなたかが、「新型コロナウイルスに感染し

た」「濃厚接触者に認定された」「医師や保健所の指示で PCR 検査を受けた（念のた

めの検査を含む）」場合については、速やかに学校までご連絡いただくとともに、各場



合に応じた自宅待機期間とするよう、お願いいたします。 

 

ここに示す自宅待機期間は、「出席停止」（※1）の措置をとりますので、一般的な

「欠席」扱いとはしません。 

 

詳細につきましては、学校ホームページのトップページ「お知らせ」の最上段「新型

コロナウイルス感染発症時の対応【令和３年１月８日～令和３年３月３１日】.PDF」（※2）

にて、ご確認願います。 

 

 

※１：「学校保健安全法第 19条の規定に基づく出席停止」のことをさします。 

※２：「新型コロナウイルス感染発症時の対応【令和３年１月８日～令和３年３月３１

日】.PDF」抜粋 

 

 

＊ 「①児童生徒が新型コロナウイルスに感染した場合」、教育委員会と当該校は、保健所等の関係機関と

協議し、個人情報の取扱いに十分留意した上で、対象者の出席停止のみ、学級又は学年閉鎖、臨時休業

（留守家庭児童育成クラブ臨時休所）とするかを判断します。

（12月1日臨時校長会議資料【新型コロナウィルス感染児童生徒発生にかかる関係校の対応について】参照）

・ ①～⑩いずれの場合においても、出席停止の処置報告（様式１１）が必要です。

・ 今後、国や県の新型コロナウイルス感染症に関する対応について、変化があった場合には、内容に変更が

生じる可能性があります。

⑩
医師や保健所の指示でPCR検査を受けた場

合（念のための検査を含む）
⇒
家族等の検査結果が判明するまでの期間を、児童生徒も

自宅待機期間とし、出席停止とする。

児童生徒と同居する家族等が、

⑧ 新型コロナウイルスに感染した場合 ⇒
保健所から児童生徒に対して指示された期間を自宅待機

期間とし、出席停止とする。

⑨ 濃厚接触者に認定された場合 ⇒

保健所から濃厚接触者の家族等に対して指示された自宅

待機期間について、児童生徒も同様の期間を自宅待機期

間とし、出席停止とする。

⑥ 発熱はないが、風邪症状がある場合 ⇒症状が消失するまで出席停止とする。

⑦
発熱はないが、味覚症状や倦怠感等、新型

コロナウイルス感染が疑われる場合
⇒登校を控え自宅待機期間とし、出席停止とする。

⑤
風邪症状を伴う発熱があるが、診断がつか

ない場合（発熱原因が不明の場合）
⇒
解熱後2日を経過するまでの期間を自宅待機期間とし、

出席停止とする。

④
風邪症状があり、診断がついている場合

（風邪症状の原因が明らかな場合）
⇒
医師の指示もしくは該当の学校感染症の出席停止期間に

従う。

② 濃厚接触者に認定された場合 ⇒保健所から指示された自宅待機期間を出席停止とする。

③
医師や保健所の指示でPCR検査を受けた場

合（念のための検査を含む）
⇒
結果が判明するまでの期間を自宅待機期間とし、出席停

止とする。

児童生徒が、

＊① 新型コロナウイルスに感染した場合 ⇒
保健所から指示された自宅等への待機期間（入院の場

合、入院期間を含む）を出席停止とする。


